
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月 

指 宿 市 
 



はじめに 

子どもたちをはじめ，すべての国民が心身の健康を確保し，生涯にわたっ

て生き生きと暮らしていくための重要なものの一つに「食」があります。 

近年，国民の食生活をめぐる環境は，栄養の偏り，不規則な食事，肥満や

生活習慣病の増加，食の安全など，大きく変化してきています。なかでも，

かつては成人に発症することが大半であった生活習慣病を患う子どもが増え

ているなど，その影響が顕在化しています。 

食の変化は，人のからだの健康だけでなく，食べ物や自然の恵みへの感謝，

思いやり，命の尊さの理解など，こころの健康を失う要因にもなりかねませ

ん。 

こうした状況を踏まえると，食生活については，学校や家庭，地域社会が

連携して，生活の基本である毎日の食生活を見直し，正しく食を学び，伝え

ることが重要です。 

食育基本法では，食育を「生きる上での基本であって，知育，徳育および

体育の基礎となるべきもの」と位置付けています。また，さまざまな経験を

通じて「食に関する知識」と「食を選択する力」を習得し，「健全な食生活を

実践することができる人間を育てる食育を推進すること」を掲げています。 

本市は，温暖な気候と豊かな自然を生かし，四季を通じた農産物の生産，

肉用牛や養豚などの畜産業が盛んです。また，新鮮で豊富な水産物にも恵ま

れ，漁業や水産加工業等も盛んに行われています。市民のみなさんがこれら

の資源を利用し，日々の食生活を通して，自然や命への感謝の気持ちを忘れ

ず，家族や仲間と心身ともに生涯健やかに過ごしていただけるよう本計画を

定めます。 

「食」は，「人」に「良（い）」と書きます。本計画に基づき，市民のみな

さんがより良い食生活を営み，心身ともに健康であり続ける施策を展開して

まいります。 

結びに，本計画の策定にあたり，貴重なご意見やご提言をいただきました

市民のみなさまをはじめ，ご指導，ご助言くださった関係団体のみなさまに

深く感謝申し上げます。 

 

 

平成 25年 3月 

               指宿市長 豊留 悦男 
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「食」は，私たち人間にとって生命を維持す 

るために欠かせないものであり，最も重要なも 

のです。しかし近年，不規則な食事や栄養の偏 

り，食を大切にする意識の薄れなどの問題が生 

じています。 

本市は，温暖な気候と豊富な水資源や泉熱， 

基盤整備された広大な農地などの有利性を生か 

し，豆類，オクラ等の野菜をはじめ，花き・観 

葉植物，果樹等の生産，肉用牛・養豚などの畜 

産業が盛んに行われています。 

この恵まれた資源を生かし，家庭や地域，学 

校・幼稚園・保育所等，生産者など「食」に関 

わる関係機関・団体等が連携して，健全な食生 

活・食習慣・食文化の継承，食の安心・安全などの施策を総合的かつ計画的に推

進するため，「指宿市食育推進計画」を策定します。 

 

 

 

本計画は，「食育基本法」第 18条第１項に基づく市町村食育推進計画と「地域

資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用

促進に関する法律」第 41条に基づく市町村促進計画であり，本市の食育・地産地

消に関する施策を総合的かつ計画的に推進するためのものです。 

                本計画は，「指宿市総合振興計画」「指宿市 

健康増進計画」などに基づく本市関連計画， 

さらに本市が推進するＳＷＣ（スマート・ウ 

エルネス・シティ）構想との整合を図るもの 

とします。 

 

 

第１章 計画の策定に当たって 

１．計画策定の趣旨 

２．計画の位置付け 
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関係府省 

 

かごしまの

“食”交流

推進計画

（第２次） 
指宿市総合振興計画 

指宿市健康増進計画 

 

地域資源を活用した農林漁業者等 

による新事業の創出等及び地域の 

農林水産物の利用促進に関する法律 

 

 

  この計画の期間は，平成 25年度から平成 29年度までの５年間とします。 

  ただし，状況の変化によって，計画内容を適切に見直します。 

 

 

 

 

食育は，家庭や地域，学校・幼稚園・保育所等さまざまな場面で総合的に推進

する必要があります。 

そのため市では，関係課が横断的に連携する体制をつくり，関係団体と相互に

連携・協力を図りながら，食育への取り組みを進めます。 

 

 【推進体制イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

４．計画の推進体制 

食育推進会議 

会長 内閣総理大臣 

委員 食育担当大臣・関係官僚・ 

食育に知識・経験を有する者 

食育推進基本計画 

の策定・実施 

 

指宿市食育推進計画 教育・保育・医療 

保健関係機関 

子どもの保護者 

農林漁業者等 

食品関連事業者等 

各種団体・ボランティア等 

国民運動 

として 

食育を推進 

参加・ 

協力 

食
育
基
本
法 

○家庭で ○学校・幼稚園・保育所等で 

○地域（保健所，医療機関，農林水産物の生産，食品の製造， 

加工，流通の現場など）で 

 

 

 

第 16 条 

第 17 条 

第 18 条 

 国 

関係者・団体等 

第 41 条 

地方公共団体 
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（１）「食」を取り巻く環境 

近年，「食」を取り巻く環境が大きく変化してきました。家族で囲む食事の機

会の減尐や不規則な食事，朝食の欠食などによる食習慣の乱れが，肥満や生活

習慣病等の増加等につながっています。食生活が病気発症の原因の一つである

ことから，計画の策定には，まず，市民一人ひとりの食生活から本市の食生活

の現状を把握する必要があります。 

 

（２）食育アンケートの結果 

本市では平成24年６月，小学５年生と中学 

２年生を対象に「食育アンケート」を，また， 

無作為に抽出した18歳以上の 5,000人を対象 

に「指宿市のまちづくりアンケート」を実施 

しました。この２つのアンケート調査の結果 

と国の「平成23年国民健康栄養調査」の結果 

から，市民の食生活の現状が見えてきました。 

その主なものに，次の５つが挙げられます。（本計画の資料編に記載） 

① 食育の関心度 

② 食事バランスガイドの普及度 

③ 朝食欠食や共食（誰かと食べる）の有無 

④ 自身の食生活の問題点の気付き 

⑤ 食品の安全性 

 

○ 「食育」に対する認知度 

「食育」という言葉や意味を知っている人について，意味まで知っている人

は小・中学生で 24.0％，18歳以上で 62.4%となっており，小・中学生の食育に

対する認知度が低い状態にあります。 

 

○ 朝食の欠食度 

朝食については，「毎日食べる」が小学生で 91.6％，中学生で 84.8％，18歳

以上で 88.9%です。小・中学生，18歳以上とも朝食を食べない主な理由は，「時

間がない」「食欲がない」となっています。「家族が食べない」という理由も,

第２章 食をめぐる現状と課題 

１．本市における食生活の現状 
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中学生で 7.7％，18 歳以上で 4.2％を占めています。国の調査でも朝食欠食率

は，男性で 14.4％，女性で 11.1％となっており，欠食が多い世代は，男性の

20 代で 34.1％，30 代で 31.5％，また，女性では 20 代が 28.8％となっていま

す。若い世代で欠食が習慣化している状態にあるため，小・中学生のころから

朝食をしっかり食べるよう働きかける必要があります。 

 

 

 

（１）食習慣・食生活 

本市における健康診査の結果によると，脂質異常症や高血圧，肥満，心疾患

などの割合が高くなっています。特に脂質異常症や心疾患，肥満については，

近年，要治療・要医療の割合が高くなっており，これらの疾病に対する対応が

課題となってきています（平成 20年３月策定「指宿市健康増進計画」から）。 

このような疾病発症の原因としては，本市が行った「食育アンケート」と「指

宿市のまちづくりアンケート」の結果から，不規則な食習慣や食生活も関係し

ていることがうかがえます。 

また，次に述べる各項目は，国が実施した「国民健康・栄養調査」の栄養・

食生活分野の目標にもなっており，本市においてもこれらの項目について，こ

れからの規則正しい食生活の推進に向けた努力目標として位置づけることにし

ました。 

 【主食・主菜・副菜の組み合わせ】 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の 

取り方は，日本の食事パターンであり，良 

好な栄養素摂取量，栄養状態につながるこ 

とが報告されています。国により策定され 

た「食生活指針」，また，「食事バランスガ 

イド（本計画の資料編に記載）」において， 

主食・主菜・副菜等の料理で１日の適量が 

示されていますので，個々の栄養素の目標 

を設定するより，これらの数量等が実践し 

やすい目標となります。 

【食塩の摂取量】 

食塩摂取量については，全国的に高い現状があります。成人の食塩相当量の

平均値は，男性で 11.4ｇ，女性で 9.6ｇであり，日本人の食事摂取基準（2010

年版）の食塩摂取量の目標値である成人男性の 9.0ｇ未満，成人女性の 7.5ｇ未

満より高い状況となっています。 

多量の食塩摂取が要因の一つといわれる病気に脳卒中があります。特に鹿児

２．食をめぐる今後の課題 

（本計画資料編に記載） 
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島県においては，脳卒中による死亡率が非常に高く，全国ワースト４位（平成

23 年人口１０万人当たり死亡者数）となっています。食塩摂取量を尐なくする

ためにも，普段の食事を工夫していく必要があります。 

食塩摂取量の減尐では，減塩が血圧を下げ，結果的に循環器疾患を減尐させ

ることが立証されています。 

さらには，消費者への啓発や食品中の塩分量の規制が，高血圧対策において

費用対効果が高く，食塩・高塩分食品摂取過多が胃がんのリスクを上げること

も示されています。 

目標については，食品摂取量から塩分摂取量を把握することが難しいため，

本計画では，食塩摂取量を減尐するための方法を示していくことで，高血圧・

循環器疾患改善・予防の目標とします。 

 

 

【野菜・果物の摂取量】 

野菜・果物の摂取量については，体重コントロールに重要な役割があること，

循環器疾患や２型糖尿病との関連があること，また，野菜・果物が消化器系の

がんに，果物が肺がんに予防的に働くことが報告されています。日本でも食道

がんや胃がんとの関連が示され，不足しないことが推奨されています。 

本計画における野菜・果物の摂取量についての数値目標は，食事内の野菜・

果物量を把握することが難しいため，具体的な方法を示すこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※鹿児島県公式ＨＰから引用（右図） 
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【子どもの孤食の頻度】 

国内外の研究で「家族と共食頻度が低い児童生徒に肥満・過体重が多い」「孤 

食頻度が高い日本の中学生は，自覚的症状（頭痛や疲労感など）の訴えが多い」

との報告があります。 

また，「共食頻度が高い人は，野菜や果物，ご飯などを『好んでよく食べる』 

人が多く，食物摂取状況において良好な傾向にある」という報告もなされてい

ます。 

さらに，思春期の共食頻度の高さがその後の食物摂取状況とも関連するとい 

われていることから学童・思春期において「食事を一人で食べる子どもを減ら

す」という目標を設定し，良好な健康状態や栄養素摂取状態及び望ましい食習

慣の確立を図ります。 

 

（２） 児童・生徒に対する食育 

児童・生徒が生涯にわたって健全な心と身体を培い，豊かな人間性を育んで

いくためにも，「食」に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることが

できるよう，学校における食育をさらに推進することが必要です。 

学校給食においては，地元産の農畜産物等の利用に努めていますが，今後い

っそう地産地消推進を図っていく必要があります。そのためにまず，学校給食

を活用した「食」に関する指導の充実を図るとともに，栄養教諭を活用するな

ど，学校全体で組織的に食育の推進に取り組むための体制づくりに努めます。 

また，学校における食育をより効果的に推進するために，アレルギー対応の

充実を推進しながら，学校・家庭・地域の連携を図ります。 

さらに，地元農林水産物の消費拡大のために関係機関と連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食の拠点の１つ「指宿学校給食センター」 
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（３）地産地消 

  本市は，温暖な気候と豊富な水資源，基盤整備された広大な土地を生かした

さまざまな農産物が生産されており，单薩の食料供給基地となっています。 

   この恵まれた環境の中，ソラマメ，実エンドウのブランド品目はもとより，

オクラやサツマイモ，カボチャなど，かごしま農林水産物認証を取得している

品目もあり，高品質で安心・安全な農産物が生産されています。 

   しかし，本市の現状でもあるように，18 歳以上において，「地産地消に関心

がある」「どちらかといえば関心がある」と答えた人の割合が 84.1％であるに

もかかわらず，できるだけ地元（指宿）産を買う人の割合は，36.5％となって

います。 

   今後，地場産品の消費拡大を図るために，各機関と連携し，かごしま地産地

消推進店への登録推進をはじめ，地域食材を活用した学校給食，直売所や量販

店等での「地産地消」コーナーの充実などを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）食料の備蓄 

災害時のための食料の備蓄については，2011 年東日本大震災の影響も受け，

万が一災害に遭っても，市民一人ひとりが食料の準備ができていることを努力

目標に掲げました。これは，鹿児島県を含む九州地方の非常食の備蓄等の状況

が，全国に比べ低い現状にあり，災害時の食料等の危機管理能力が問われてい

ることも理由に挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

「オクラ漬」の漬け込み作業 農産物直売所「おふくろの里」 
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指宿市民一人ひとりが，豊かな地域資源を 

生かし，さまざまな体験を通して，「食」へ 

の感謝と理解を深め，｢食」に関する知識や関 

心を高めることにより，｢食」を考え選択でき 

る力を育成し，子どもたちの健やかな成長や 

生涯を通じた健康づくりが実現できることを 

目指します。 

 

 

 

 

食育を推進するためには，市民をはじめ，関係団体の理解のもと，共通の目標

を掲げ協働して取り組むことが有効です。 

そこで本計画では，基本理念に基づき，地域資源を生かし，市民の健康を守る

ためのまちづくりについて次のとおり基本方針を定め，食育と地産地消の推進を

図ります。 

 

（１）健康で豊かな食生活の普及・啓発 

   食育を推進するためには，子どものころから「食」の大切さを理解し，家庭

をはじめとするさまざまな場において，「食」を選択する力を習得していく必要

があります。特に生活習慣病の予防には，乳幼児期から基礎的な生活リズムや

食習慣を確立しておくことが大切です。 

   しかし，時間に追われる現代社会においては，家庭だけで食育に取り組むこ

とは難しくなってきており，地域でも支援していくことが必要です。 

   健康管理に対する市民意識の高揚を図るため，それぞれのライフステージに

応じた情報の提供や広報，講習会の開催などにより，食生活や生活習慣を見直

す意識の啓発を図ります。 

 

 

 

 

第３章 計画の基本理念と目標 

１．基本理念 

２．基本方針 
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（２）消費者と生産者との交流促進 

   食の安心・安全に対する関心を高めるためには，生産者と消費者の交流は欠

かせません。生産者からの情報提供や活動の紹介，消費者の体験活動は，「食」

への興味と理解を深め，安心・安全なものを選択できることにつながります。 

   学校や幼稚園・保育所等では農業体験

学習事業を通じ，生産者との交流を行う

ことで，生産から消費・環境問題等の内

容について関心を深め，そこに携わる

人々の苦労を理解し，食べ物を大切にす

る心を育てる場の充実を図ります。 

   また，市内には２カ所の道の駅をはじ 

め，多くの生産者直売所があり，さらに 

観光農園，生産者による生産活動体験の受け入れなど生産者と消費者との交流

も行われていることから，グリーン・ツーリズムや地産地消の活動を支援して

いきます。 

 

（３）「食」と「農」に対する理解促進 

   保健・教育等の関係部署と連携しながら，安心・安全な地元産農畜産物の生 

産状況や健全な食習慣の必要性などを市民へ周知し，「食」や「農」への関心を 

啓発します。 

教育現場では，学校給食を通じ，地元産の食材，郷土食のメニューを取り入 

れ，地域とのつながりを深め，食文化の伝承を行います。 

地域においては，食生活改善推進員等の活動や市民講座などでの調理・加工 

体験の場を通じ，郷土料理などの食文化の継承を促進していきます。 

 

（４）「食」の安心・安全確保対策 

   最近，残留農薬や食品添加物，原産 

地表示等に対する不安などから，「食」 

の安心・安全に対する関心が高まって 

います。安心・安全な「かごしまの農林     

水産物認証」を取得した農産物の情報提 

供，保健センターでの乳児健診等を通じ 

て早い時期からの情報提供など，食品の 

安全性に関するさまざまな情報を，パン 

フレットやホームページ等を通じて提供していきます。 

   また，消費者が望む安全で品質の良い農産物の生産を推奨するとともに，生 

産安定と品質向上を図り産地づくりに努めます。 

園児によるジャガイモの植え付け体験 
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【目標】 

妊娠期の食生活は，母子の健康管理の面でも大切です。そのためにも正確な

情報提供を行う必要があります。 

また，乳幼児期は，健康的な食生活の基礎をつくる上で大切です。 

 

【行動計画】 

個人や家庭の取り組み 行政や地域等の取り組み 

○妊娠期の栄養について理解する 

○貧血や肥満，妊娠中每症を予防する 

○離乳食を親子で楽しむ 

○３食きちんといろいろな食物を食べ 

 る 

○よく噛んで食べる習慣を身に付ける 

○早寝早起きをして規則的な食事のリ 

ズムを身に付ける 

○地域の産物や旬の素材を食生活に取 

り入れる 

○家族で食卓を囲み食事の時間を楽し 

む 

○配膳や後片付け，簡卖な調理などの 

手伝いを通じて「食」を楽しむ 

○妊娠期および乳幼児期の栄養と食生 

活について，窓口や広報紙，チラシ， 

ホームページ等での情報提供を行う 

○離乳食の意義について理解を深める 

○幼稚園・保育所等における食育の充 

実を図る 

○母親教室で食生活・栄養面の情報提 

供を行う 

○食事バランスガイドの普及に努める 

（妊娠期・授乳期） 

○野菜の栽培・収穫・調理体験を通じ 

た食育を推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 具体的な取り組み 

１．乳幼児期 
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【目標】 

生活習慣の基礎から形成へと段階を進める大切な時期です。 

心身面からの朝食欠食，栄養の偏った食事などを防ぐために，家庭や学校で

食生活の正確な情報を理解する取り組みを充実させることが必要です。 

 

 【行動計画】 

個人や家庭の取り組み 行政や地域等の取り組み 

○朝食を欠かさず食べる 

○１日３食，主食・主菜・副菜をそろ

えて食べる 

○適正体重や食べ物と身体の関係につ 

いて知る 

○食べ物をよく噛み，食べ過ぎを防ぐ 

○地域の産物や旬の素材を食生活に取 

り入れる 

○食事づくりや食事の準備に参加する 

○食卓をコミュニケーションの場とす 

 る 

○「早寝・早起き・朝ごはん」運動に

積極的に取り組み，家庭における望

ましい食習慣を確立する 

○栄養バランスの重要性を理解し，子 

どもの偏食をなくすように努める 

○農業体験等の充実を図り，自然の恵 

みに対する感謝の気持ちを育む 

○家庭や学校へ食生活や栄養について 

の情報提供を行う 

○栄養と食生活について，広報紙やホ 

 ームページ等により情報提供を行う 

○親子料理教室等の健康教育を開催す 

 る 

○食事バランスガイドの普及に努める 

○野菜の栽培・収穫・調理体験を通じ 

た食育を推進する 

○給食献立に「指宿『旬』野菜の日」 

を設け，旬の食材を使った季節料理

や郷土料理を提供する 

○給食だよりなどにより，食べ物を育 

む風土や食文化など理解を深める食 

育を行う 

○年２回の市学校給食担当者会を開催

し，「食」に関する指導について共通

理解を図ったり，学校給食センター

と情報交換を行ったりして，各学校

の食育を効果的に推進する 

○栄養教諭による学校での食育に関す 

る指導を通して，「食」の安全性，重   

要性への理解を深め，児童・生徒の

生活習慣病等の予防に努める 

○学校給食での安心・安全な食材の使 

用や地場産品の積極的な活用を推進 

するために，関係機関と連携を図る 

 

２．学童・思春期 
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【目標】 

個人の食習慣が確立していく時期に栄養・食生活への関心を高めて，偏った

食生活による肥満，やせを防ぐことが大切です。 

40歳以降については，生活習慣病の発症の増加を防ぐためにも正しい食生活

を理解してもらい，重症化を防ぎます。 

 

【行動計画】 

個人や家庭の取り組み 行政や地域等の取り組み 

○朝食を欠かさず食べる 

○１日３食，主食・主菜・副菜をそろ 

えて食べる 

○肥満が及ぼす健康影響について理解 

する 

○適正体重を維持するための食事（内 

容・量）を理解し，実践する 

○外食のときや食品を選ぶときに栄養

成分表示を参考にする 

○減塩を意識し，実践する 

○地域の産物や旬の素材を食生活に取 

り入れる 

○栄養と食生活について，広報紙やホ 

ームページ等により情報提供を行う 

○料理教室や健康相談において，個人 

に合った食事を学ぶ機会を充実する 

○食材に関する知識や料理技術に関す 

る講習会を開催する 

○食事バランスガイドの普及に努める 

○働く人が参加しやすい栄養・食生活 

に関する講座や事業を開催する 

○地元農産物の情報や旬の食材を使っ 

たレシピなどを広報紙やホームペー 

ジ等により情報提供を行う 

○産業まつりやイベントの開催などに 

より，生産者と消費者の交流を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．成年期 
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【目標】 

食生活が習慣化した世代になり，長年の食生活を再確認し，高齢期を元気に

乗り切れるように自分に合った食生活を維持することが大切です。 

そのためには，偏食や低栄養などの食生活問題を改善できるように，栄養・

食生活面の支援を充実していきます。 

 

【行動計画】 

個人や家庭の取り組み 行政や地域等の取り組み 

○自分にあった食事（内容・量）を理 

解し，実践する 

○低栄養（主にたんぱく質の不足等）

について理解する 

○仲間づくりをしながら，継続して健 

康・栄養について学習する 

○地域の産物や旬の素材を食生活に取

り入れる 

○減塩を意識し，実践する 

○個人に合った食事（内容・量）を学 

ぶ機会を充実する 

○食材に関する知識や料理技術に関す 

る講習会を開催する 

○食事バランスガイドの普及に努める 

○地元農産物の情報や旬の食材を使っ 

たレシピなどを広報紙やホームペー 

ジ等により情報提供を行う 

○産業まつりやイベントの開催などに 

より，生産者と消費者の交流を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．高齢期 

市場のにぎわい漂う「いぶすきマルシェ」 多くの地元産品がならぶ「産業まつり」 

世代間交流による食育（指宿小） 小牧そば打ち体験（今和泉小） 
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（１）栄養・食生活 

目 標 項 目 
現状数値 

(平成 24年度) 

目標数値 

(平成 29年度) 
備 考 

「食育」について関心を持っている

人の割合の増加 

小学生 43.7％ 

中学生 52.8％ 

18 歳以上 77.0％ 

小学生  70％ 

中学生  70％ 

18 歳以上 90％ 

 

食事バランスガイドを参考にして

いる人の割合の増加 
68.1％ 80％ 

 

朝食を欠食する人の減尐 

（毎日朝食を食べる人以外の割合） 

小学生  8.4％ 

中学生 15.2％ 

18 歳以上 11.1％ 

小学生   0％ 

中学生   0％ 

18 歳以上 10％以下 

 

１人で食事をする子どもを減らす 
小学生 12.7％ 

中学生 20.5％ 

小学生  5％以下 

中学生 10％以下 
朝食 

 

 

（２）地産地消の推進 

目 標 項 目 
現状数値 

(平成 24年度) 

目標数値 

(平成 29年度) 
備 考 

地産地消の認知度 

小学生  9.1％ 

中学生 32.0％ 

18 歳以上 85.7％ 

小学生 70％ 

中学生  70％ 

18 歳以上 95％ 

 

農林水産業体験の有無 

小学生 85.1％ 

中学生 76.8％ 

18 歳以上 49.4％ 

小学生  95％ 

中学生  95％ 

18 歳以上 70％ 

 

給食における地産地消率 

25％ 
(单薩地域振興局平

成 23年度学校給食野

菜等年間使用量調

査) 

30％ 

 

かごしま地産地消推進店登録数 
26 店舗  

(かごしま地産地

消推進店リスト) 

30店舗 

 

 

 

５．目標数値について 
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（３）努力目標 

目 標 項 目 備 考 

ほぼ毎日主食・主菜・副菜がそろった食事を取る回

数が１日２回以上の人の増加 

【参考】 

健康日本 2１（第２次） 

全国平均 68.1％ 

食塩摂取量に気を付けて食事を取る人の増加 

（塩分を控えるために食事ルールを１項目以上つく

る人の増加） 

【参考】 

健康日本 2１（第２次） 

野菜摂取量を意識して食事を取る人の増加 

（毎食２品以上に野菜がしっかり入っている） 

【参考】 

健康日本 2１（第２次） 

１日の果物摂取量 100ｇ未満の人を減らす 
【参考】 

健康日本 2１（第２次） 

災害時用に非常用食料を準備する 

平成 23年 

国民健康・栄養調査 

九州 24.6％  全国 50％ 

主食・副食・飲料水を準備する 

平成 23年 

国民健康・栄養調査 

（九州） （全国） 

主 食 53.8％  66.3％ 

副 食 74.0％  62.5％ 

飲料水 72.1％  86.2％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指宿産の素材を使った駅弁作り（川尻小） 



 

 

 

 

 

１．本市の食育事例 

２．『「食」に関する標語』入賞者名簿 

 ３．食生活をめぐる現状 

＜平成 24 年度「指宿市のまちづくりアンケート」調査 

および「小・中学校食育アンケート」抜粋＞  

（１）食育について 

 （２）食事バランスガイドについて 

（３）朝食の欠食率等について 

 （４）地産地消について 

 （５）農林水産業体験について 

 ４．用語の解説 

５．かごしま版食事バランスガイド 

 

資 料 編 
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【 資料 1 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

【 柳田小学校 ふくれ菓子作り 】 

保護者と一緒にソラマメなどの郷

土の素材を混ぜ込んだふくれ菓子

を作りました。 

 

【 丹波小学校 きな粉作り 】 

大豆を石臼でひいてきな粉作りを

行いました。 

【 池田小学校 そば刈り体験 】 

イッシー祭りで提供するそばの材

料を自分たちで育てました。 

【 西指宿中学校 魚の薫製作り 】 

総合的な学習の時間に県水産技術

開発センターの職員の指導で魚の

薫製作りを行いました。 

本市の食育事例 

学校での農林水産業体験 
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【 南指宿中学校 サツマイモの栽培と収穫 】 

収穫後は地域の食生活改善推進員の方の指導を受け，ふかし芋を作り， 

美味しくいただきました。 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 山川中学校 畑作り 】 

レタス，にんじん，大根を栽培し

て，収穫後は家に持ち帰り，家族

と一緒に食べることにしていま

す。 

 

【 開聞中学校 サツマイモの植え付け 】 

総合的な学習の時間に地元の方の協力を

いただき２０００本のサツマイモの苗の

植え付けをしました。 
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【 いぶすきふれ愛フェスタ                【 住民向け料理教室 】 

高血圧予防(高血圧予防の展示食等) 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         【 男性料理教室 】           【 よい食生活をすすめるためのグループ 

講習会 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 市民講座 郷土のお菓子作り講習会 】   【 母子健診事業６～８ヶ月健診の試食レシピ 

「彩りがゆ」「にんじんと白身魚の含め煮」 】 

食生活改善推進員活動 
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指宿青年会議所（指宿ＪＣ）が中心となり，食生活改善推進委員連絡協議会と連携

し「指宿に伝わる おばあちゃんの味 レシピ集」を発行，指宿市内の児童に配布さ

れました。 

             

 【 ふるさと料理のレシピ集 】 

 

 

 

指宿商業高等学校と農産加工組合等がタイアップし，新商品開発やパッケージデザ

インの提案がなされ，地元の活性化に繋がっています。また，高校生が指宿の特産品

を知るきっかけにもなりました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

【 企画提案会 】        【 リニューアルされたオクラ漬のパッケージ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 かき氷「イッシーのたまご」販売ＰＲ活動 】 【 ロールケーキなど共同開発した新商品 】 

指宿青年会議所と食生活改善推進委員連絡協議会との連携 

 

指宿商業高等学校と農産加工組合等との連携 
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●目的・活動概要 

地域の子どもたちやその保護者等に，地元で獲れる魚種などの基本的な情報や

調理法を伝えることで，水産業への理解，魚食普及の促進を図る。 

☆成果 

７月に，いぶすきふるさと探検隊の日程と合わせて，魚捌き教室を開催しまし

た。小学校から高校生まで約９０名が参加しました。魚を調理した経験がほとん

どない子ども達一人一人に，魚の捌き方や，授業で使用したカンパチに含まれる

栄養素や旬の時期を説明しました。 

１２月には，いぶすき産業まつりの会場で，魚捌き教室を開催しました。手作

りの生簀に，地元で獲れたアジやカワハギなどの魚を泳がせ，まずは，子ども達

に魚と触れ合ってもらいました。その後，魚の捌き方の実演などを行いました。 

参加した子ども達や保護者からも好評で，魚食普及の一助になったと考えてい

ます。 

 

 

○いぶすきの魚を食卓へ！－楽しく美味しい授業－ （Ｈ２２） 

【 指宿漁業協同組合青壮年部 】 

提案公募型補助事業（成果報告会資料より） 
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●目的・活動概要 

子ども達に，自然や動植物などに触れさせ，様々な体験活動で食育を行う事業

で，感受性を養ってもらうとともに，親にも食や育児についての大切さを再認識

してもらえる場とする。 

☆成果 

９月２８日 指宿幼稚園 （園児，保護者６５名） 

１１月４日 みどり幼稚園（ 〃 ５０名） 

１２月７日 柳和幼稚園（ 〃 ４０名） 

１月２０日 山川幼稚園（ 〃 ２３名） 

２月１０日 聖亜幼稚園（ 〃 ３７名） 

市内５つの幼稚園で，園児とその保護者を対象に，野菜収穫，季節の野菜料理

体験，動物（ヤギ，ウサギなど）とのふれあい，自然のアスレチック遊び体験を

行いました。 

畑では，収穫だけでなく，はだしで土を駆け回ることの喜びも感じてもらい，

虫や動物とのふれあいを通じて，命の大切さや自然への興味や好奇心を育むこと

ができました。また，季節の野菜などを使った郷土料理体験を通じて，火の大切

さや怖さなども学んでもらいました。 

これらすべての体験を，親も一緒に参加してもらうことで，食育の大切さや子

どもの無限の可能性を伝えることができました。 

◆課題・今後の展望 

Ｈ２３年度は，これまでの農業分野を中心とした食育活動に加え，他分野にお

ける地域の人材を講師に招き，指宿の豊かな資源を活用した体験授業（草木染め，

繭玉体験など）を展開していく計画です。そのなかで，幅広い地域の人材発掘と

インストラクターのスキルアップも行っていきたいと考えています。 

子ども達が安心して遊び，学べる場所が少ないと感じています。本事業の体験

を通じて，小さい頃から，指宿の食材や自然に触れさせることが必要だと考えて

います。教育的自然が数多く残る指宿の自然を活かした体験や食育ができる町と

し，市内外にも積極的に発信できればと考えています。 

 

 

○ワクワク自然体験 （Ｈ２２） 

 【 かえるの学校 】 
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●目的・活動概要 

「いぶすきマルシェ」では，これまでのイベント等における産直機能にプラス

して，あらゆる市民が集える場の創生を目指します。市民が，単に消費する立場

だけではなく，ときにはフリーマーケットやパフォーマーとなり，生産・展示す

る側として参加し，広く活用される場所として機能させていきます。 

☆成果 

消費者にとっては地元の新鮮な食材や加工品などを購入できました。生産者・

加工者にとっては，消費者と直接会話ができ，自社製品アピール，異業種交流の

場にもなりました。 

また，子どもたちや保護者を対象に，地元産の魚や野菜を使った食育体験を行

い，指宿の素材の魅力を伝えることができました。 

 

 

○いぶすきマルシェ－そこにいけば,なにかある－ （Ｈ２２） 

  【 いぶすきマルシェ実行委員会 】 
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●目的・活動概要 

  「食」に関する絵本を執筆する作家の講演会や絵本に登場するお菓子を地元の  

 食材を使って作る料理体験など，本を通した食育活動を行い，「食」の重要性を 

 考えるとともに読書活動の推進を図る。 

☆成果 

活動を通して「食」のあり方について考えるきっかけを作ることができたとと

もに，地元の食材（オクラ，カボチャ等）を使った指宿ならではの名物スイーツ

ができました。  

また，本物の絵本作家に会うことによって「食」への関心を育てるとともに，

読書への興味関心も高まりました。 

 

 

○本 de食育 2011 （H２３） 

  【 NPO 法人本と人をつなぐ「そらまめの会」 】 
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第３学年 学級活動学習指導案      （鹿児島県） 

                                                    

１  題材名  「親子で，地元の特産物について考えよう。」 

２ 地域の実態  

   県内でも有数の園芸地帯であり，そらまめ，スナップえんどう，おくらなどの栽培が盛んである。

漁業も盛んで，かつおやぶりなど多くの魚が水揚げされ，かつおぶしの産地としても知られている。 

３ 目標 

(1)  自分の生まれ育った土地には，自然の恵みを生かした郷土料理や特産物があることを理解するこ

とができる。 

(2) 家庭の食事や給食で，地元の産物を活用し，残さず食べようとする意欲を高める。 

４ 本時の学習 

過程 
時間 

（分） 

学 習 活 動 指 導 上 の 留 意 点 備 考 

 

導 

 

入 

  

 

 

５ 

１ 今日の給食に使われていた食材を

思い出す。 

 

地元の特産物について考えよう。 
 

・保護者の試食会を行い，児童と一緒に

給食を食べてもらった後，本時の授業

に参加してもらう。 

 

 

 

  

 

 

展 

 

 

 

 

 

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３０ 

２ 使われていた材料の中で地元の特

産物だと思うものを発表する。 

・かつおぶしが使われていた。 

・かつおや豆が使われていた。 

３ フードモデルで，かつおがどれかを

当てる。 

４ かつおを原料とする，地元の特産物

を考える。・・かつおぶし 

５ かつおぶし削り機を使って，実際に

けずってみた後，その料理法について

親子で考え，発表する。 

６ 地元の食材を使う利点，魚の栄養に

ついて栄養教諭の話を聞く。 

・魚や豆の種類まで発表できるようにす

る。 

 

 

 

・フードモデルを使って，魚の名前と形

を覚えさせる。 

・市販では削られたものが多いが，削り

たてが香りがよいことに気づかせる。 

・だしやふりかけの他，「茶ぶし」とい

う昔からの使い方などについて保護

者から教えてもらう。 

・地元の食材は安くて新鮮であること，

肉だけでなく魚を摂ることが健康の

ために良いことを知らせる。 

 

 

 

 

 

魚のフー

ドモデル 

 

かつおぶ

し削り機 

 

ま

と

め 

 

 

１０ 

７ 自分の食生活を振り返る。 

８ 地元の特産物を活用した料理を残

さず食べようとする意欲を持つ。 

・かつおぶしなどの特産物が生まれるた

めには，昔の人々の知恵が生かされて

いることを知らせ，感謝の心で食べる

ように伝える。 

 

５ 評価 

 (1)  自分の生まれ育った土地には，自然の恵みを生かした郷土

料理や特産物があることを理解することができたか。 

(2) 家庭の食事や給食で，地元の産物を活用し，残さず食べよ

うとする意欲を高めることができたか。 

６ 献立名 

 グリンピースご飯 

カツオ竜田揚げ 

スナップえんどう（マヨネーズ） 

みそしる 

かぼちゃプリンタルト 

 

 
 



☆　全校朝会での講話「感謝して食べよう」

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮

　学校給食がどのようにして始まって，今のような給食になっていったのか，学校給食の
歴史について話をした。また，給食ができるまでの給食センターでの作業の様子を紹介し
て，私たちが食べ物を食べるまでには，たくさんの人の手を通って，出来ているというこ
とを教え，食べ物を大事にする気持ちを持つように指導した。

給食週間中に行った児童・生徒集会の紹介

日本ではじめての給食
めいじ ねん やまがたけん

明治２２年 山形県

おにぎり
さけの塩やき
つけもの

しょうわ

昭和２１年ごろ

ミルク（脱脂粉乳）

コッペパン
ジャム

くじらの竜田揚げ
せんキャベツ

しょうわ

昭和２７年ごろの給食

しょうわ

昭和３８年ごろの給食

しょうかい

学校給食センターの紹介

検 収

下処理室

調 理 室

できあがり
の時間や

温度を記録
します

配 缶

クラスごとに計量して配缶します

配 送

学校ごとにコンテナに

入れて出発です。

かんしゃしていただきましょう。
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イライラしたり，おこったり悲
かな

しんだりしていると， 

胃
い

液
えき

の出
で

が悪
わる

くなって食べ物の 消
しょう

化
か

が 十
じゅう

分
ぶん

にできなく 

なり，胃が痛
いた

くなったりします。 胃
い

はとても 正
しょう

直
じき

で楽
たの

しく 食
しょく

事
じ

を 

していると，胃も調子
ちょうし

よく 働
はたら

きます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           平成２４年度   

〈毎月１９日は食育の日〉 〈早寝早起き朝ごはん〉 指宿学校給食センター 

～冬
とう

至
じ

とかぼちゃ～ 

かぼちゃの旬
しゅん

は夏
なつ

ですが，長
ちょう

期
き

保
ほ

存
ぞん

がきくことから，緑
りょく

黄
おう

色
しょく

野
や

菜
さい

の少
す く

ないカロテンなどのビタミン類
るい

を多
おお

く含
ふく

むかぼちゃを食
た

べ， 

かぜなどにかからないように抵抗
ていこう

力
りょく

をつけようとした先人
せんじん

の知恵
ち え

です。無
む

病
びょう

息災
そくさい

を願
ねが

って食べられます。 

たんぱく質
しつ

をたっぷりとろう 

 肉
にく

・ 魚
さかな

・たまご・大
だい

豆
ず

など，たん白
ぱく

質
しつ

をたくさん含
ふく

む食
た

べ物
もの

は，

寒
さむ

さに負
ま

けない強
つよ

い筋肉
きんにく

をつくります。ただし，含まれているたん

ぱく質は種類
しゅるい

も 量
りょう

もさまざまなので肉ばかり,魚ばかりにならな

いようにしましょう。 

ビタミンC
しー

を毎日
まいにち

欠
か

かさずに 

 かぜの予
よ

防
ぼう

に欠
か

かせないビタミン C は， 体
からだ

に 

たくわえておくことができません。毎日欠かさず 

とりましょう。 

ビタミン A も忘れずに 

 かぜのウィルスは，口
くち

や鼻
はな

の粘膜
ねんまく

から 体
からだ

の中
なか

に 

侵
しん

入
にゅう

してきます。ビタミン A は粘膜を強
つよ

くし，そのはたらきを 

高
たか

くします。 

油
あぶら

料
りょう

理
り

を 上
じょう

手
ず

にとりいれるましょう 

             油や脂
し

肪
ぼう

は少
すこ

しの 量
りょう

で 

たくさんのエネルギーになるので，

からだをあたたかくします。 

Q.どうして冬至にかぼちゃを食べるの？ 

冬至にかぼちゃを食
た

べると「 病
びょう

気
き

にかからない」「かぜにかかりにくくなる」などの言
い

い伝
つた

えがあります。 

ビタミンなどを多
おお

く含
ふく

む「かぼちゃ」を食
た

べることによって，元
げん

気
き

にすごせるようにという願
ねが

いが込
こ

められています。 

Q.かぼちゃにはどんな栄養
えいよう

があるの？ 

  かぼちゃはビタミンを含
ふく

む栄養の宝
ほう

庫
こ

です。かぼちゃの実
み

のオレンジ色
いろ

は「カロテン」という色
しき

素
そ

です。カロテンは体内で 

ビタミン A になり，かぜの予防や目の疲れ，皮ふの乾燥
かんそう

を防
ふせ

いでくれます。またかぼちゃの皮
かわ

には食 物
しょくもつ

繊
せん

維
い

が多
おお

く含
ふく

まれています。 

12 月 11 日は「いに
● ●

いい
● ●

」の語呂
ご ろ

あわせで，胃 腸
いちょう

の健 康
けんこう

を見直
み な お

す「胃 腸
いちょう

の日
ひ

」です。 

イベントがめじろ押
お

しの冬休
ふゆやす

み。食
た

べ過
す

ぎてしまうと，胃腸をこわし，楽
たの

しく過
す

ごせなくなってしまいます。 

また，年末
ねんまつ

年始
ね ん し

は，日本
に ほ ん

の伝統的
でんとうてき

な 食
しょく

文化
ぶ ん か

に接
せっ

するよい機会
き か い

です。冬至
と う じ

，年越
と し こ

し，おせち料理
りょうり

，七草
ななくさ

， 鏡 開
かがみびら

き 

など， 昔
むかし

の人
ひと

の知恵
ち え

と願
ねが

いが込
こ

められた素晴
す ば

らしい 食
しょく

文化
ぶ ん か

と季節
き せ つ

の味
あじ

わいを楽
たの

しみましょう。 

 

② さらに食
た

べ物
もの

を細
こま

かくドロドロにします。 

① 食べ物は，口から 食
しょく

道
どう

を 

通って胃にいきます。 

③ 胃液（食べ物を消化する液）が  

出て分解します。 

温暖
おんだん

な気
き

候
こう

と豊
ゆた

かな自
し

然
ぜん

に恵
めぐ

まれた指宿
いぶすき

市
し

では，生産
せいさん

量
りょう

日
に

本
ほん

一
いち

を誇
ほこ

るそらまめやオクラをはじめ，実
み

えんどう， 

かぼちゃ，さつまいもなど四季
し き

を通
つう

じ，安心
あんしん

安全
あんぜん

でおいしい野
や

菜
さい

が生
せい

産
さん

されています。 

 JA いぶすき，鹿児
か ご

島県
しまけん

，指宿市では，学校
がっこう

給 食
きゅうしょく

を通
とお

して子
こ

どもたちに 旬
しゅん

の指宿野菜の魅
み

力
りょく

を感
かん

じ，愛
あい

着
ちゃく

を高
たか

めてもらおうと， 

“指宿『旬』野菜の日”を設
もう

けました。 

 12 月は冬
とう

至
じ

にちなみ，鹿児島県の 6割
わり

の生産量を誇る指宿で 収
しゅう

穫
かく

されたかぼちゃを 12 月２０日（木）“かぼちゃのシチュー” 

の献立に使
つか

います。指宿の旬の野菜を味わってもらえるように， “指宿『旬』野菜の日”を活用していきたいと思います。 

 

しゅん 

 



　『「食」に関する標語』入賞者名簿

対象：小学校５年生，中学校１年生

実施：平成２５年１月

小学校 学校名 氏名 作　　　　　　　　　　品

最優秀賞 今和泉 酒匂
さ こ う

　雄斗
ゆ う と

いただきます　指宿の味　かみしめて

優秀賞 指  宿 瀬下
せ し た

　蒼空
そ ら

今日のこと　いっぱい話そう　ばんごはん

魚  見 森
もり

  　愛
まな

花
か

日常の　小さな幸せ　食べること

柳  田 寺崎
てらざき

　桃
もも

花
か

毎日ね　栄養もらおう　ご飯です　

丹  波 柏木
かしわぎ

 菜々
な な

夏
か

指宿の食べ物を　育てて食べて　地産地消

今和泉 中川
なかがわ

　未来
み き

いっしょにつくる　お母さんの味　おみそしる

池  田 道下
みちした

　　鮎
あゆ

わくわくごはん　おなかがへったよ　てつだうよ

山  川 滿
みつる

　　智
とも

博
ひろ

給食は　栄養たっぷり　おいしいな

大  成 田畑
た ば た

　幸音
ゆ き ね

好ききらい　ピーマンなすび　かわいそう

徳  光 鎌田
か ま た

　美
み

優
ゆ

日本
にっぽん

は　「食」を愛する　国である

利  永 上野
う え の

　文哉
ふ み や

ありがとう　みんなに　感しゃ　おいしいね

開  聞 田中
た な か

　良夢
ら ん

食材の　ありがたみをね　感じるよ　

川  尻 濵上
はまうえ

　夏
か

純
すみ

よく食べて　栄養不足を　解消だ

中学校 学校名 氏名 作　　　　　　　　　　品

最優秀賞 南指宿 中川路
なかかわじ

　莉子
り こ

一食に　命いっぱい　いただきます

優秀賞 北指宿 上林山
かみばやしやま

　幹
かん

太
た

朝起きて　しっかり食べよう　朝ごはん

南指宿 稲田
い な だ

　后
み

紅
く

母の味　どんな料理も　オリジナル

　　 西指宿 諏訪
す わ

　伸太郎
しんたろう

忘れずに　食べる前・後　感謝の言葉　

　　 しっかり残さず食べる

山  川 下園
しもぞの

　萌々
も も

花
か

ょくかんで食べる

くろうして作っている人に感謝して食べる

開  聞 石田
い し だ

　勇
ゆう

志
し

「腹減ったー」　夜のご飯が　待ち遠しい

【 資料２ 】
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【 資料３ 】    食生活をめぐる現状 

 平成２４年度「指宿市のまちづくりアンケート」調査 

及び「小・中学校食育アンケート」  

・アンケート対象者：18歳以上の市民 5,000 人（回答者 1,942 人） 

市内の小学生   289人（回答者   275 人） 

市内の中学生     380人（回答者   341 人） 

 

☆ 「 食 育 」 に つ い て 

 

 「言葉も意味も知っている」人は，小・中学生で 24.0％，18 歳以上で 62.4％，「言

葉は知っているが意味は知らない」人を合わせると，小・中学生で 87.8％，18 歳以

上では 88.6％となっています。 

 「食育」に関心がある人は，小学生 43.７％，中学生で 52.8％，18歳以上で 77.0％

となっているため，「食育」の意味を理解してもらい，さらに関心を高める必要があ

ります。 

 

問 あなたは｢食育｣という言葉やその意味を知っていますか。 

50 182 43

98 211 31

1,211 509 159

1,359 902 233

　言葉も意味も
　知っている

　言葉は知って
　いるが意味は
　知らない

　言葉も意味
　も知らない

その他

小学生

中学生

18歳以上

全体

0

1

63

64
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問 あなたは食育に関心がありますか。 

43 77 57 41 57 0

52 128 67 30 64 0

693 802 204 79 116 48

788 1,007 328 150 237 48

小学生

中学生

18歳以上

全体

分からない その他関心がある
どちらかと
いえば関心
がある

どちらかと
いえば関心
がない

関心がない
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★ 「 食 事 バ ラ ン ス ガ イ ド 」 に つ い て 

 

 食事バランスガイドを「知っている」人は，小・中学生で 38.8％，18歳以上で 35.3％

となっており，「見たことはある」人を合わせると，小・中学校では 89.4％，18歳以

上では 62.3％となっています。小・中学校では，栄養教諭との連携により，学校訪問・

｢食｣に関する指導がなされているので，周知度も高くなっています。 

 しかし，18歳以上のアンケート結果を見ると，食事バランスガイドを「知っている」

人の約３割しか活用していないことが分かります。そこで，「食事バランスガイド」

の周知や栄養バランスに配慮した食生活を実践する人を増やしていく必要がありま

す。 

 

問 あなたは食事バランスガイドを知っていますか。 

88 145 0

151 167 0

686 525 78

925 837 78

653

718

小学生

中学生

18歳以上

全体

知っている 見たことはある その他知らない

42

23
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問 あなたは食事バランスガイドを参考にして食事や買い物をしていますか。 

※ 18歳以上で，食事バランスガイドを「知っている」と答えた人のみ 

205 262 144 72 318歳以上

  いつも
  している

　時々
  している

あまり
していない

全く
していない

その他
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☆ 「 朝 食 の 欠 食 率 」 に つ い て 

 

 「毎日食べる」人は，小学生で 91.6％，中学生で 84.8％，18 歳以上で 88.9％です。

「食べない」と答えた人の主な理由は「時間がない」，「食欲がない」となっています。

中学生・18 歳以上で，「家族が食べない」という理由を選んだ人がいることは，今後

改善に向けた取り組みを講じなければならない課題です。 

 朝食の欠食は，昼食や夕食の食事量が多くなり偏ってしまうため，肥満や生活習慣

病につながりやすくなります。また，午前中のエネルギー補給が不十分となり，体調

が悪くなるなどの問題も生じるため，朝食をしっかり摂るよう改善することが求めら

れています。 

 

問 あなたは朝食を食べますか。 

252 14 3 5 1 0

289 32 4 12 4 0

1,726 47 22 63 59 25

2,267 93 29 80 64 25

小学生

中学生

18歳以上

全体

食べない その他
　毎日
　食べる

週に4～5
回食べる

週に2～3
回食べる

たまに
食べる
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問 朝食を食べない理由は何ですか。  

※ 「毎日食べる」と答えた人を除く 

10 12 0 0 1

17 21 4 1 9

74 68 8 41 0

101 101 12 42 10

中学生

18歳以上

全体

無回答食欲がない 時間がない
　家族が
　食べない

その他

小学生
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☆ 「 地 産 地 消 」 に つ い て 

 

 「言葉も意味も知っていた」人は，小・中学生で 21.8％，18 歳以上で 85.7％，「言

葉は知っているが意味は知らない」人を合わせると小・中学生で 46.3％，18 歳以上

で 91.7％と認知度は高いということになります。 

 しかし，地産地消に「関心がある」「どちらかといえば関心がある」人の割合が 18

歳以上で 84.1％であるにもかかわらず，「できるだけ地元（指宿）産を買う」人の割

合は，36.5％に過ぎません。小・中学生においては，「関心がない」「分からない」と

回答した人が 44.3％となっています。 

 これらの結果から，「地産地消」を推進するために効果的な取り組みを行う必要が

あります。 

 

問 あなたは「地産地消」という言葉やその意味を知っていますか。 

25 68 0

109 83 3

1,665 117 44

1,799 268 47

18歳以上

全体

182

146

116

444

言葉も意味も
知っている

言葉は知っている
が意味は知らない

その他
言葉も意味も
知らない

小学生

中学生
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問 あなたは「地産地消」に関心がありますか。 

22 58 50 52 93 0
45 91 76 40 88 1
928 706 127 75 75 31
995 855 253 167 256 32全体

18歳以上

分からない その他関心がある
どちらかと
いえば関心
がある

どちらかと
いえば関心
がない

関心がない

小学生
中学生

 

 問 あなたは産地にこだわって食材を購入しますか。 

710 940 256 3618歳以上

その他
できるだけ地
元（指宿）産
を買う

国産にはこだ
わっているが
地元産にはこ
だわらない

特に産地には
こだわらない
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★ 「 農 林 水 産 業 体 験 」 に つ い て 

 

農林水産業体験をしたことがある人は，小・中学生で 80.5％，18歳以上で 49.4％，

体験をしてみたいと思う人は，小・中学生で 80.8％，18 歳以上で 59.7％になってい

ます。 

 また，18 歳以上で子どもたちの農林水産業体験は必要だと思う人が 82.9％あり，

農林水産業体験は，さまざまな分野で貴重な体験となることから，体験しやすい環境

づくりや情報提供を行う必要があります。 

 

問 あなたは農林水産業体験をしたことがありますか。 

234 41 0

262 79 0

959 904 79

1,455 1,024 79全体

ある ない その他

小学生

中学生

18歳以上
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問 あなたは今後，農林水産業体験をしてみたいと思いますか。 

230 45 0

268 71 2

1,159 687 96

1,657 803 98

中学生

18歳以上

全体

思う 思わない その他

小学生

 

 問 あなたは子どもたちの農林水産業体験は必要だと考えますか。 

1,610 58 228 4618歳以上

その他思う 思わない 分からない
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【 資料４ 】 
 

 

 

 

食育 

  「食」に関する情報を理解し，健康で安心・安全な食生活の実現を図るために，望ましい

食習慣や「食」の安全，地域の食文化について，情報交換や体験の場を提供するとともに，

子どものころから「食」の安全，「食」の選び方や組み合わせ等を教え，「食」について関心

を持ち，自ら考える習慣を身につけさせる取組。 

 

食育基本法 

平成 17年 7月に，国民が生涯にわたって健全な心身を培い，豊かな人間性を育むための食

育を推進するため，食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的として制

定された。 

 

食育推進基本計画 

平成 18年 3月に，食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，食育基

本法に基づき，内閣府に設置される食育推進会議において作成された計画のこと。国民等の

行う自発的な食育推進活動の総合的な促進に関すること等を定めている。 

 

かごしまの“食”交流推進計画 

食育・地産地消に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために，県の基本的な考え方

や方向性，具体的な施策の展開を体系化したもので，県の関係部局，関係機関・団体等が連

携して食育・地産地消を推進するための計画。 

 

ＳＷＣ（スマート・ウエルネス・シティ）構想 

健幸（一人ひとりが健康で生きがいを持ち，安全・安心で豊かな生活を営むこと）をまち

づくりの中核に位置づけ，住民が健康で元気に暮らすことのできる新しい都市モデルを目指

そうとする構想。 

 

２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１） 

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするために，平成 12年に生活習

慣病やその原因となる生活習慣の改善等に関する課題について目標等を選定し，国民が主体

的に取り組める新たな国民健康づくり運動として策定。健康日本２１は，壮年期死亡の減少，

健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とし，平成 22年度を目途とした具

体的な目標を提示すること等により，国民が一体となった健康づくり運動を総合かつ効果的

に推進し，国民各層の自由な意思決定に基づく健康づくりに関する意識の向上および取組を

促そうとするものである。 

 

 

用語の解説 



- 24 - 

 

国民健康・栄養調査 

健康増進法に基づき，国民の健康状態，食品摂取量，栄養素等摂取量の実態を把握すると

同時に栄養と健康の関係を明らかにし，広く健康増進対策等に必要な基礎資料を得ることを

目的として毎年実施されている。 

 

地産地消 

「地域生産・地域消費」の略語で，地域で生産した農林水産物をその地域で消費すること。 

 

かごしまの農林水産物認証制度   

  鹿児島県内で生産される農林水産物について，県が「安心・安全」を確保する基準を策定

し，その基準に従って生産され，出荷されていることを，審査・認証機関が審査し，認証す

る制度。 

 

グリーン・ツーリズム 

農山漁村地域において自然，文化，人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。欧州では，

農村に滞在しバカンスを過ごすという余暇の過ごし方が普及している。英国ではルーラル・

ツーリズム，グリーン・ツーリズム，フランスではツーリズム・ベール（緑の旅行）と呼ば

れている。 

 

指宿市食生活改善推進員 

市民の健康づくりに関し，栄養・食生活の分野においては，５０名の食生活改善推進員が

活動している。活動は中学校区を基礎として行われており，地区料理教室，親子料理教室，

ヘルシークッキング等を開催している。市民の健康づくりの身近な存在として，その活動に

対する期待と関心は高まっており，市民ニーズにあった事業を展開していく。 

 

食事バランスガイド 

望ましい食生活についてのメッセージを示した「食生活指針」を具体的な行動に結びつけ

るものとして，１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かりやすくイラストで

示したもの。厚生労働省と農林水産省の共同により平成 17年６月に策定された。 

 

郷土料理 

ある地域で，作り，食べ，継承されてきたその土地特有の料理のこと。郷土料理の例とし

て，さつますもじ（混ぜずし）・かつおのたたきなどがある。 

 

孤食 

家族と暮らしていながら，親や子どもがそれぞれ違う時間に一人ひとり食事を摂ること。

また，一人暮らしの人が一人で食べる食事のこと。 










